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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的
主として「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、信託財産
の成長をめざします。

②　ファンドの基本的性格
１）商品分類

単位型投信・

追加型投信
投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)
補足分類

    

  株　　式  

 国　　内   

単位型投信  債　　券 インデックス型

    

 海　　外 不動産投信  

    

追加型投信  その他資産

(通貨)

特殊型

 内　　外 （絶対収益追求型）

    

  資産複合  

    

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
 

◇単位型投信
　当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファン
ドをいいます。

◇内外
　目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。

◇その他資産（通貨）
　目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動
産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◇特殊型（絶対収益追求型）
　目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊
な仕組みあるいは運用手法の記載があり、属性区分の特殊型において絶対収益追求型に属するも
のをいいます。
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２）属性区分

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型

      

株式 年１回 グローバル    

一般  (含む日本)    

大型株 年２回    ブル・ベア型

中小型株  日本    

 年４回     

債券  北米 ファミリーファンド あり

(部分ヘッジ)

 

一般 年６回

(隔月)

   

公債 欧州   条件付運用型

社債      

その他債券 年12回

(毎月)

アジア    

クレジット属性

(　　　)

    

 オセアニア    

 日々    絶対収益追求型

不動産投信  中南米 ファンド・オブ・

ファンズ

なし  

 その他

(　　)

   

その他資産 アフリカ    

(投資信託証券（そ

の 他 資 産 （ 通

貨））)

    

中近東    

(中東)   その他

(　　　)    

資産複合 エマージング   

(　　　)    

資産配分固定型    

資産配分変更型      

      

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
 

◇その他資産（投資信託証券（その他資産（通貨）））
　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、通貨への投資を行ないます。よって、商品分類の
「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「その他資産（通貨）」に分類されます。

◇年２回
　目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。

◇ファミリーファンド
　目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

◇為替ヘッジあり（部分ヘッジ）
　目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものを
いいます。

◇絶対収益追求型
　目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載
があるものをいいます。

 

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品

分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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③　ファンドの特色
1.ファンドのストラクチャー

 

 
注）「グローバル・カレンシー・マザーファンド」の運用においては、国内外の公社債、通貨の他、為替先渡取引

や為替先物取引などが用いられます。

 
 
 
2.マザーファンドの投資方針および投資目的
＜2.1.投資方針および投資目的＞
マザーファンドの運用にあたって日興アセットマネジメント アメリカズ・インク（以下「投資顧
問会社」といいます。）は、以下に定義するコア・ユニバースの各国の通貨によるオーバーレイ戦略
（以下「為替オーバーレイ戦略」といいます。）により、世界の株式市場、債券市場のリターンに対
して相関の低いリターンから、安定的な投資資本の成長を得ることを投資目標としています。ポート
フォリオの構築にあたっては、限られた取引時間内にマザーファンドのポジションを構築・解消で
きるだけの十分な流動性を備えたインストゥルメントを中心に用いています。
マザーファンドの運用にあたって投資顧問会社は、１ヵ月円ＬＩＢＯＲ金利（以下「ベンチマー
ク」といいます。）を上回る投資成果（以下「超過リターン」といいます。）をめざします。目標リ
スクの水準はマザーファンドの年率換算標準偏差の予測値で４％程度（上限ではありません。）と
しますが、市況環境を考慮して弾力的にリスクをコントロールすることを試みます。そのため、実際
のマザーファンドのリターンの標準偏差は目標値と大きく異なることがあります。これらのパ
フォーマンス目標が達成される保証はありません。
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3.ポートフォリオの特徴
＜3.1.マザーファンドのポートフォリオの特徴＞
投資顧問会社はマザーファンドの投資目的を達成するために為替オーバーレイ戦略によるアプロー
チを採用しています。本書におけるオーバーレイ戦略とは、①マザーファンドの純資産の大部分をベ
ンチマーク・リターンを獲得するのに相応と期待される現物資産に投資しながら、②先物などの投
資資金を少額、または全く要しないインストゥルメントによるポートフォリオを①の現物資産にか
ぶせることによって、超過リターンの獲得をめざす戦略を指します（以下、①の部分を「現物資産
ポートフォリオ」といい、②の部分を「オーバーレイ・ポートフォリオ」といいます。）。

＜3.2.現物資産ポートフォリオの特徴＞
マザーファンドの現物資産ポートフォリオは、主として残存期間の短い日本国債ならびに翌日物
コールなどの現金および現金同等物に投資される予定です。これ以外でも、米国財務省証券、米国政
府保証債、コマーシャル・ペーパー、割引債、定期預金、銀行引受手形、その他のＯＥＣＤ諸国の国債
または政府保証債などにも投資されることがあります。現物資産ポートフォリオに円建て以外の資
産が組み入れられている場合は円に対してヘッジを試みます。

＜3.3.オーバーレイ・ポートフォリオの特徴＞
投資顧問会社はグローバル金融市場のうち、主に以下の国々の通貨に関する、スポット取引および外
国為替予約取引、先物取引などを採用しています。オーバーレイ・ポートフォリオを構成する通貨の
候補のリストをコア・ユニバースといい、以下のリストとなっています。オーバーレイ・ポートフォ
リオはコア・ユニバースの各要素（以下「コア・ユニバースの各資産」または「コア・ユニバース
の各通貨」といいます。）のロング・ショート相対価値戦略によるポートフォリオとなります。
3.3.1.コア・ユニバース

国　　名 通　　貨

フランス

ユーロ

ドイツ

イタリア

オランダ

スペイン

スイス スイスフラン

スウェーデン スウェーデンクローナ

ノルウェー ノルウェークローネ

アメリカ アメリカドル

カナダ カナダドル

オーストラリア オーストラリアドル

ニュージーランド ニュージーランドドル

日本 円

イギリス イギリスポンド

注）このリスト外の通貨もコア・ユニバースに追加される可能性があります。コア・ユニバースに新

しい通貨を追加する際は、十分かつ一貫した流動性があるだけでなく、変動相場制であり、予測に

用いられるファクターの十分な時系列データを持ち、政局の安定性があることが要求されます。

3.3.2.カウンター・パーティー
外国為替予約取引は金融商品取引所取引と異なりカウンター・パーティーが必要であり、カウン
ター・パーティーの信用格付が重要となります。マザーファンドは、投資顧問会社が十分な信用力
があると判断するカウンター・パーティーだけにエクスポージャーをもちます。

 
4.オーバーレイ・ポートフォリオの運用で採用される投資戦略
＜4.1.投資哲学＞
インベストメント・チームは、経済および金融の情報に対してインストゥルメントの市場価格が十
分素早く反応しない場合に、市場でミス・プライシングが生じると考えます。インベストメント・
チームは、グローバル金融市場の通貨について、相対価値および方向性のポジションをとる戦略（以
下「ロング・ショート相対価値戦略」といいます。）を用いることによって、市場の投資機会を利用
することを試みます。更にインベストメント・チームは、専ら外国為替予約取引などを用いることに
よって、スプレッド・リスクや信用リスクなどの伝統的な投資に伴なう固有の市場リスクのうち相
応の範囲のリスクを避けることができると考えます。またインベストメント・チームは、オーバーレ
イ・ポートフォリオからのリターンが、グローバル金融市場のベンチマーク指数に対しても、低いか
あるいは負の相関となることを期待しています。

＜4.2.アプローチ＞
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インベストメント・チームは、統制がとれていることが期待され、定量分析と定性分析を用いる４段
階のプロセスを採用しています。
 
４段階のプロセス
１．定量分析過程

インベストメント・チームは、入手が容易な経済および金融データを用い、複数国にまたがるコ
ア・ユニバースの各資産の相対リターン（リスク・フリー・レートに対する相対リターンを指
しています。以下同じ。）の予測値、その予測誤差の偏差（ボラティリティ）および予測誤差間
の相関を導き出すようにデザインされた、ベイズ統計モデル（以下「モデル」といいます。）を
採用しています。モデルは、全てのアウトプット（上記の相対リターン、ボラティリティ、相関な
どの予測値を指します。以下同じ。）を同時推定する、１つに統合されたモデルとしてデザイン
されています。モデルは、グローバル金融市場間の相互依存関係およびグローバル投資家のア
セット・アロケーション決定、すなわちグローバル金融市場間の資金移動などを認識するよう
デザインされています。
 
[インプット]
モデルは、矛盾のない定量的な金融市場の評価を提供するようデザインされています。モデル
のインプットとして経済および金融のファンダメンタル・ファクターを使用しています。こ
れらのファクターは以下のものを含みます。
・短期金利
・流動性の状態
・イールド・カーブの特徴
・長期金利の変化
・長期金利の水準
・商品価格の変化
・株式市場評価水準
・誤差の偏差のモメンタム
これらのファクターは、新しい分析を経て、時間の経過とともに変化する可能性があります。

 
[アウトプット]
リターン（相対リターンの予測値）：
コア・ユニバースの各資産の相対リターンを導くモデルは、資産毎または国毎に独立したモ
デルや、相対リターンとその偏差の予測が分離されたモデリング・システムと対照的に、１つ
に統合されたモデルです。このことに加えて、コア・ユニバースの各資産について同じファク
ターに着目しているので、コア・ユニバースの各資産間の関連性を評価することができます。
この技法は、Seemingly Unrelated Regressions （SUR:見かけ上無関係な方程式の推計）と
して知られています。グローバル金融市場はそれぞれ独立しているように見える反面、異なる
市場間には非常に強い関係があることも認識しています。インベストメント・チームは、統合
されたアプローチを採用することによって、グローバル金融市場の資産間の相互依存関係を
捉えることを試みます。シュリンケージ（shrinkage：縮小化）またはデータ・プーリング
（data pooling：情報蓄積）として知られる統計アプローチもまた、モデルに組み込まれて
います。この統計アプローチを単純化していえば、英国の短期金利の変化が英ポンドに与える
影響と同様な影響を、米国の短期金利の変化が米ドルに与えることは感覚的に理解できます
（この場合は短期金利がファクターで、影響度を見積もったものがファクターに対する感応
度になります。）。もし、マルチ・ファクター・モデルを用いて将来のポンドのリターンを予
測するとすれば、それぞれのファクターの変化に対する感応度を推計する必要があります。米
国のデータおよび英国のデータを統合することによって、英国のデータだけを使う場合に比
べて、感応度の推計を向上させることが期待されます。コア・ユニバースの各資産全てにこの
技法を拡張すれば、更に感応度の推計を向上させることができるとインベストメント・チー
ムは考えます。
 
ボラティリティ（相対リターンの予測誤差の偏差）：
インベストメント・チームは、コア・ユニバースの各資産の過去のリターンのボラティリ
ティではなく、主として相対リターンの予測値の偏差を重要視しています。単純化していえ
ば、コア・ユニバースの各資産のヒストリカル・ボラティリティよりはむしろ、インベストメ
ント・チームの推計する相対リターンの予測の精度をより重要視しています。
 
相関（相対リターンの予測誤差間の相関）：
インベストメント・チームは、相対リターンの予測誤差間の相関を重要視しています。コア・
ユニバースの各資産のヒストリカル・リターン間の相関よりも、むしろファンダメンタル・
ファクター以外の要因がコア・ユニバースの各資産のリターンに与えている影響をより重視
しています。インベストメント・チームは、ファンダメンタル・ファクターによる予測寄与度
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と非ファンダメンタル・ファクターの影響、すなわち予測誤差を分離し、広くヘッジアウトで
きるような、分散されたロング・ショートのオーバーレイ・ポートフォリオを構築すること
を目的としています。

 
２．インベストメント・チームによる定性分析

インベストメント・チームは、モデルのアウトプットおよびモデルが推奨するオーバーレイ・
ポートフォリオを再評価し、選挙、中央銀行の政策、またはその他の政治リスクなどの、モデルが
定量的に評価できない定性的なリスクに対して分析を行ない、その評価を定量分析の結果に加
えます。インベストメント・チームは、ローカルな視点、グローバルな視点の双方から経済問題
やイベントの金融市場への影響を考慮していく予定です。

 
３．オーバーレイ・ポートフォリオのアロケーションの決定

インベストメント・チームは、オーバーレイ・ポートフォリオのアロケーションの決定にあ
たっては、標準的な平均分散最適化を用いています。インベストメント・チームの定性分析が加
えられたモデルのアウトプットに、オーバーレイ・ポートフォリオのリスク目標や取引可能な
資産クラス、インストゥルメントなどのインベストメント・ガイドラインを加えてオーバーレ
イ・ポートフォリオのアロケーションの最適化を行ないます。

 
４．オーバーレイ・ポートフォリオのモニタリングおよびマネジメント

インベストメント・チームは、市場環境、政治的イベント、経済データの発表、中央銀行のアナウ
ンス、外部の金融機関による調査、大学などの研究機関の分析、などから発表される情報を日次
でモニタリングしています。オーバーレイ・ポートフォリオは、基本的に一週間毎に新しい情報
を分析してアロケーションの変更が行なわれますが、状況に応じて随時変更や調整も行なわれ
ます。オーバーレイ・ポートフォリオのリスクは基本的に日々計算されます。
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運用プロセス

※資金動向・市況動向、残存信託期間・残存元本などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
※上記は本書提出日現在のものであり、将来変更となる場合があります。
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＜4.3.アプローチの特徴＞

※資金動向・市況動向、残存信託期間・残存元本などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
※上記は本書提出日現在のものであり、将来変更となる場合があります。
 

 

日興アセットマネジメント アメリカズ・インク（ＮＡＭＡ）について

 
・日興アセットマネジメント アメリカズ・インク（ＮＡＭＡ）は、日興アセットマネジメント株式会社
の100％出資子会社である海外持株会社の傘下にあるグローバル運用の米国拠点です。

・ＮＡＭＡでは、グローバル債券やグローバル株式などの伝統的資産運用から、グローバル・マクロなど
のオルタナティブ運用、外部マネージャーのリサーチなど、幅広い資産運用サービスを提供していま
す。

 
 
④　信託金限度額

1,000億円を限度とします。
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（２）【ファンドの沿革】
平成16年２月27日　　ファンドの信託契約締結、運用開始
平成21年１月15日　・ファンド名称変更
　　　　　　　　　　　新名称：日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02
　　　　　　　　　　　旧名称：日興・メロン・グローバル・カレンシー・ファンド 2004-02
　　　　　　　　　・信託期間の更新
　　　　　　　　　（信託終了日を平成21年２月26日から平成26年２月28日へ変更）
　　　　　　　　 ・マザーファンドの運用指図権限の委託先である投資顧問会社を「メロン・キャピ

タル・マネジメント・コーポレーション（Mellon Capital
Management Corporation）」から「日興アセットマネジメント アメ
リカズ・インク」に変更

（３）【ファンドの仕組み】
①　ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益
分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、
信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間
で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
 
②　委託会社の概況（平成22年８月末現在）
１）資本金

17,363百万円
２）沿革

昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に

社名変更
３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 194,152,500株 98.54％

 
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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＜日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02＞
・主として、「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、信託財産の
成長をめざします。

・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障を
きたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができ
ない場合があります。

＜グローバル・カレンシー・マザーファンド＞
・主として、国内外の公社債に投資を行なうとともに、為替オーバーレイ戦略を採用し、１ヵ月円
ＬＩＢＯＲ金利を上回る投資成果をめざします。

・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替はフルヘッジするものとします。
・為替オーバーレイ戦略においては、先進各国の通貨の外国為替予約取引などを用いて、ロング・
ショート・ポジションを構築するものとします。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障を
きたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができ
ない場合があります。

（２）【投資対象】
＜日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02＞
「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約

款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形

②　主として「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券
（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。）に投資することができます。

１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新

株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号お
よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）

５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同

じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）で投資法人債券に類する証券

９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）

10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。）
12）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの
14）外国の者に対する権利で13）の有価証券の性質を有するもの

③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
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１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
９）資金の借入

 
＜グローバル・カレンシー・マザーファンド＞
国内外の公社債を主要投資対象とします。
①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約

款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形

②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。

１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新

株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号お
よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）

５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同

じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）で投資法人債券に類する証券

９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）

10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。）
12）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの
14）外国の者に対する権利で13）の有価証券の性質を有するもの

③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

12/86



（３）【運用体制】
＜日興アセットマネジメント アメリカズ・インク（投資顧問会社）における運用体制＞
　当ファンドの主要投資対象である「グローバル・カレンシー・マザーファンド」においては、日興
アセットマネジメント アメリカズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。

 

 
　リスク管理部門は、インベストメント・チームとは独立した立場で、マザーファンドについて包括
的な見地からリスクモニタリングを行なっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年８月末現在）
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＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞

※上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】
①　収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象収益の範囲

元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
２）分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間などを勘案して決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行なわないことがあります。

３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に
基づき運用を行ないます。

②　収益分配金の支払い
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５
営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】
①　約款に定める投資制限
＜日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02＞
１）株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資

は行ないません。
２）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号

イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします。

４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができ
ます。

５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。

６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。

７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ
たっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。

８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすること
ができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けに
かかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社
債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。

11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで
きます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売
予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資
産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため
にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

12）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手
当て（解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
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　　資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行

なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定
している資金の額の範囲内

ロ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ハ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。

 
＜グローバル・カレンシー・マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資

は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号

イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします。

４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができ
ます。

５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。

６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。

７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ
たっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。

８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすること
ができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けに
かかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社
債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。

11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで
きます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売
予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
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３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。基準価額変動リスクの大きい
ファンドですので、お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資の
ご判断を行なっていただく必要があります。
　

・当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体
の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。ま
た、外貨建資産に投資する場合があるほか、為替予約取引なども積極的に活用しますので、為替
の変動により損失を被ることがあります。

・したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様
に帰属します。

 
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①　為替変動リスク
・現物資産ポートフォリオに組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行な
い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の
金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向
によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

・オーバーレイ・ポートフォリオについては、世界各国の為替予約取引などを積極的に行なう
ため、為替変動の影響を大きく受けます。

②　価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場
合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格
変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

③　流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大
きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どお
りに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

④　信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合または
それが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになるこ
ともあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォ
ルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。

・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあ
りますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準
価額が下落する要因となります。

⑤　デリバティブリスク
金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基
礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、
種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の
倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合
に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができ
なくなるリスクなどがあります。

⑥　レバレッジリスク
オーバーレイ・ポートフォリオについては、世界各国の為替予約取引などを積極的に用いて
レバレッジ取引を行ないます。したがって、為替変動の影響を大きく受けます。

⑦　第三者とのライセンス契約に係るリスク
ファンドおよびマザーファンドの運用は、第三者とのライセンス契約に基づき提供される定
量モデルに、大きく依存します。

 
＜不十分な分散、投資の集中に関する事項＞
ポートフォリオのリスク分散に努めますが、一部の投資対象に集中して投資を行なうことがあ
ります。また、投資対象となる先物取引などはある一定の範囲に限定されていることから、分散
効果は限定的となります。集中投資している一部の投資対象の価格変動により損失が生じた場
合は、分散投資した場合に比べて、大きな損失を被るリスクがあります。

 
＜ファンドが投資対象とするマザーファンドに関する事項＞
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、マザーファンドを投資
対象とする他のベビーファンドに解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その
結果、当該マザーファンドにおいて有価証券などの売買などが生じた場合などには、ファンドの
基準価額に影響を及ぼす場合があります。

 
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
　証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、
経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事など
の諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これによ
り、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合
や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の
判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。

・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
　一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に
大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、
ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。

・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
　ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥
当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場
合があります。

・運用制限や規制上の制限に関する事項
　関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託
会社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場
合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社もしくは運用委託先また
はこれらの関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあ
ります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性がありま
す。

・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
　ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

 
（２）リスク管理体制

＜日興アセットマネジメント アメリカズ・インク（投資顧問会社）におけるリスク管理体制＞
　インベストメント・チームの担当ファンドマネージャーがマザーファンドのリスクをコント
ロールすると同時に、インベストメント・チームから独立したリスク管理部門が、包括的なリス
ク管理手続きとして、マザーファンドについてインベストメント・チームが使用しているデー
タの妥当性やリスクの動向をモニタリングしています。リスク管理にあたっては、社外の独立し
た第三者により提供されたリスク分析ツールも使われています。

　当該リスク分析ツールにより計算されたポートフォリオのリスク値は日興アセットマネジメン
トのリスク管理部門にも日々報告されています。また、マザーファンドの純資産総額、基準価額
は日次でモニタリングされ、現金およびポジションは、担当するファンドマネージャーと日興ア
セットマネジメント アメリカズ・インクの管理部門との間で日々照合されております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年８月末現在）
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＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞
 

 
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリ
スク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委
員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告し
ております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク（運用リスク、事務リス
ク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出
し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

■リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリ
ングを行ないます。また、当社外部委託運用部門では外部委託運用機関との担当窓口として連絡
調整を行なうとともに、ファンドのモニタリングも行なっています。運用パフォーマンスおよび
リスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し、リスク管理状況については
リスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点については運用部門に原因の
究明と是正指導を行ないます。

■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス関連部門が
管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス委員会に報告され、必要に応じ運用部門
に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

 
※上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】

１口当たり105円（税抜100円）（内枠）を上限とします。ただし、５万口以上の申込みの場合、
取得申込総口数に応じて１口当たり下記の手数料を返戻します（以下「返戻金」といいま
す。）。

取得申込総口数 １口当たりの返戻金
５万口未満の場合 なし
５万口以上10万口未満の場合 26円25銭（税抜25円）
10万口以上の場合 52円50銭（税抜50円）
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（２）【換金（解約）手数料】
①　換金手数料

ありません。
②　信託財産留保額

ありません。
（３）【信託報酬等】

①　信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.16％の率を乗じ
て得た額とします。

②　信託報酬の配分
信託報酬の配分は、「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
とする各ベビーファンドの販売会社毎の純資産総額の合計額に応じて下記の通りとします。

各ベビーファンドの販売会社毎
の純資産総額の合計額

信託報酬率（年率）

合計 委託会社 販売会社 受託会社
100億円以下の部分

1.16％
0.655％0.475％

0.03％100億円超200億円以下の部分 0.555％0.575％
200億円超の部分 0.605％0.525％
※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
※マザーファンドの投資顧問会社への報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払
います。

③　支払時期
信託報酬（販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末、解約時また
は信託終了時に、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産から支払います。
①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要

する費用。
②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費

用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て
替えた立替金の利息。

 
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税　など
 
＊監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見
積もることができないため、表示することができません。

 
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応
じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
①　個人受益者の場合
１）解約金、償還金の取扱い

解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20％（所得税15％、地方税５％）の源
泉分離課税となります。

２）収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20％（所得税15％、地方税５％）の源泉分離課税となりま
す。

②　法人受益者の場合
１）解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20％（所得税15％、地方税５％）の源
泉徴収となります。

・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20％（所得税15％、地方税５％）の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
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３）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。

 
※上記は本書提出日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱
いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】  
　以下の運用状況は平成22年8月31日現在です。  
　・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
   
（１）【投資状況】  

投資資産の種類 時価（千円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券         981,875            99.76  

　 日本         981,875            99.76  

コール・ローン等、その他資産(負債控除後)           2,393             0.24  

純資産総額         984,268           100.00  

 
（２）【投資資産】     
　① 【投資有価証券の主要銘柄】     
　イ　評価額上位銘柄明細     
＜親投資信託受益証券＞     
通貨 種類

銘柄名
数量又は 簿価単価(円) 簿価額(円) 投資比率

(％)国・地域 業種 券面総額 評価単価(円) 評価額(円)
日本円 親投資信託受益証券

グローバル・カレンシー・マザーファンド 985,126,523
1.0036988,680,226

99.76
日本 － 0.9967981,875,605

 
ロ　種類別及び業種別の投資比率 

種類別及び業種別 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.76 

合計 99.76 

 
② 【投資不動産物件】
　　該当事項はありません。

 
③ 【その他投資資産の主要なもの】
　　該当事項はありません。
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（３）【運用実績】    
① 【純資産の推移】    

期別
１口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円）

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

設　　定　　時（2004年2月27日） 10,000 10,000 9,450  9,450  

第1計算期間末（2004年7月29日） 9,773 9,773 9,039  9,039  

第2計算期間末（2005年1月31日） 9,955 9,955 7,864  7,864  

第3計算期間末（2005年7月29日） 9,932 9,932 6,555  6,555  

第4計算期間末（2006年1月30日） 9,962 9,962 3,486  3,486  

第5計算期間末（2006年7月31日） 9,881 9,881 2,470  2,470  

第6計算期間末（2007年1月29日） 10,008 10,187 1,401  1,426  

第7計算期間末（2007年7月30日） 9,762 9,762 1,073  1,073  

第8計算期間末（2008年1月29日） 9,358 9,358 1,029  1,029  

第9計算期間末（2008年7月29日） 9,251 9,251 1,017  1,017  

第10計算期間末（2009年1月29日） 8,491 8,491 933  933  

第11計算期間末（2009年7月29日） 8,484 8,484 933  933  

第12計算期間末（2010年1月29日） 8,749 8,749 962  962  

第13計算期間末（2010年7月29日） 8,834 8,834 971  971  

     
     

　 １口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円）

2009年8月末日 8,569 942  

2009年9月末日 8,659 952  

2009年10月末日 8,749 962  

2009年11月末日 8,740 961  

2009年12月末日 8,704 957  

2010年1月末日 8,749 962  

2010年2月末日 8,765 964  

2010年3月末日 8,774 965  

2010年4月末日 8,818 969  

2010年5月末日 8,778 965  

2010年6月末日 8,824 970  

2010年7月末日 8,858 974  

2010年8月末日 8,948 984  

 
② 【分配の推移】 

　 １口当たり税込み分配金（円）

第1計算期間（2004年2月27日～2004年7月29日）                            0 

第2計算期間（2004年7月30日～2005年1月31日）                            0 

第3計算期間（2005年2月1日～2005年7月29日）                            0 

第4計算期間（2005年7月30日～2006年1月30日）                            0 

第5計算期間（2006年1月31日～2006年7月31日）                            0 

第6計算期間（2006年8月1日～2007年1月29日）                          179 

第7計算期間（2007年1月30日～2007年7月30日）                            0 

第8計算期間（2007年7月31日～2008年1月29日）                            0 

第9計算期間（2008年1月30日～2008年7月29日）                            0 

第10計算期間（2008年7月30日～2009年1月29日）                            0 

第11計算期間（2009年1月30日～2009年7月29日）                            0 

第12計算期間（2009年7月30日～2010年1月29日）                            0 

第13計算期間（2010年1月30日～2010年7月29日）                            0 
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③ 【収益率の推移】 
　 収益率（％）

第1計算期間（2004年2月27日～2004年7月29日）                       △2.27   

第2計算期間（2004年7月30日～2005年1月31日）                         1.86  

第3計算期間（2005年2月1日～2005年7月29日）                       △0.23   

第4計算期間（2005年7月30日～2006年1月30日）                         0.30  

第5計算期間（2006年1月31日～2006年7月31日）                       △0.81   

第6計算期間（2006年8月1日～2007年1月29日）                         3.10  

第7計算期間（2007年1月30日～2007年7月30日）                       △2.46   

第8計算期間（2007年7月31日～2008年1月29日）                       △4.14   

第9計算期間（2008年1月30日～2008年7月29日）                       △1.14   

第10計算期間（2008年7月30日～2009年1月29日）                       △8.22   

第11計算期間（2009年1月30日～2009年7月29日）                       △0.08   

第12計算期間（2009年7月30日～2010年1月29日）                         3.12  

第13計算期間（2010年1月30日～2010年7月29日）                         0.97  
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準

価額（分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じた数です。

 
（４）【設定及び解約の実績】  

　 設定数量（口） 解約数量（口）

第1計算期間（2004年2月27日～2004年7月29日） 945,000 20,000 

第2計算期間（2004年7月30日～2005年1月31日） 0 135,000 

第3計算期間（2005年2月1日～2005年7月29日） 0 130,000 

第4計算期間（2005年7月30日～2006年1月30日） 0 310,000 

第5計算期間（2006年1月31日～2006年7月31日） 0 100,000 

第6計算期間（2006年8月1日～2007年1月29日） 0 110,000 

第7計算期間（2007年1月30日～2007年7月30日） 0 30,000 

第8計算期間（2007年7月31日～2008年1月29日） 0 0 

第9計算期間（2008年1月30日～2008年7月29日） 0 0 

第10計算期間（2008年7月30日～2009年1月29日） 0 0 

第11計算期間（2009年1月30日～2009年7月29日） 0 0 

第12計算期間（2009年7月30日～2010年1月29日） 0 0 

第13計算期間（2010年1月30日～2010年7月29日） 0 0 

（注）第1計算期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。  
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（参考）グローバル・カレンシー・マザーファンド 
　以下の運用状況は平成22年8月31日現在です。  
　・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
　・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
   
（１）投資状況  

投資資産の種類 時価（千円） 投資比率（％）

国債証券       4,499,159            86.46  

　 日本       4,499,159            86.46  

為替予約取引(買建)      (3,122,966)          (60.02) 

為替予約取引(売建)      (3,839,663)          (73.79) 

コール・ローン等、その他資産(負債控除後)         704,430            13.54  

純資産総額       5,203,589           100.00  

 
（２）投資資産      
　①　投資有価証券の主要銘柄     
　イ　評価額上位銘柄明細     
＜国債証券＞      
通貨 種類

銘柄名
利率(％) 数量又は 簿価単価(円) 簿価額(円) 投資比率

(％)国・地域 業種 償還期限 券面総額 評価単価(円) 評価額(円)
日本円 国債証券

国庫短期証券　第９２回
－

2,000,000,000
100.00 1,999,934,128

38.43
日本 － 2010-09-10 100.00 1,999,934,128
日本円 国債証券

国庫短期証券　第１１３回
－

1,500,000,000
99.97 1,499,532,120

28.82
日本 － 2010-12-10 99.97 1,499,532,120
日本円 国債証券

国庫短期証券　第６８回
－

1,000,000,000
99.97 999,693,140

19.21
日本 － 2010-11-22 99.97 999,693,140

 
ロ　種類別及び業種別の投資比率 

種類別及び業種別 投資比率（％）

国債証券 86.46 

合計 86.46 

 
②　投資不動産物件
　　該当事項はありません。

 
③　その他投資資産の主要なもの  
＜為替予約取引＞    

名称 種類 契約額等（円） 評価額（円） 投資比率（％）
オーストラリアドル 買建 1,540,673,488 1,570,050,100 30.17  
ノルウェークローネ 買建 652,504,630 657,449,000 12.63  
スイスフラン 買建 479,245,297 488,696,000 9.39  
カナダドル 買建 149,422,537 148,945,500 2.86  
イギリスポンド 買建 100,845,360 100,615,900 1.93  
ユーロ 買建 98,568,156 98,320,400 1.89  
スウェーデンクローナ 買建 38,655,960 38,726,000 0.74  
アメリカドル 買建 20,197,529 20,163,890 0.39  

合計 3,080,112,957 3,122,966,790 60.02  

イギリスポンド 売建 872,611,624 880,715,800 16.93  
カナダドル 売建 855,961,925 864,202,500 16.61  
ユーロ 売建 849,881,004 857,097,400 16.47  
アメリカドル 売建 606,783,222 610,721,261 11.74  
オーストラリアドル 売建 342,693,072 345,305,700 6.64  
スウェーデンクローナ 売建 215,773,440 218,688,000 4.20  
ノルウェークローネ 売建 63,008,670 62,933,000 1.21  

合計 3,806,712,957 3,839,663,661 73.79  
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】

本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
 
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付

・解約の請求は、解約請求期間中に行なうことができます。解約請求期間の最終日から起算して、
６営業日目が解約請求受付日となります。

・解約請求期間は、信託期間中の各月15日（当該日が休業日のときは前営業日とします。）および
各月最終営業日（平成16年２月27日を除きます。）を含む、直前の３営業日間とします。

・取扱時間は、解約請求期間中の各営業日の午後５時までとします。
（２）解約制限

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他
やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約
の請求の受付を取り消すことができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（３）解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

日興アセットマネジメント株式会社

コールセンター 電話番号　0120-25-1404

午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

 
（４）手取額

１口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が元本を超過した額
に対し20％）を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
　詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（５）解約単位
1,000口以上1,000口単位

（６）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

（７）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所
※
における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その

他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約
請求の受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求
を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

 
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】

①　基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算
日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜基準価額算出の流れ＞
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②　有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
　基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇公社債（国内・外国）

　原則として、基準価額計算日
＊
における以下のいずれかの価額で評価します。

　ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
　ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立され

た法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を
除きます。）

　ｃ）価格情報会社の提供する価額
　※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができ
ます。

　＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇為替予約取引
　原則として、基準価額計算日のわが国における対顧客先物相場の仲値で評価します。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算について
は、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③　基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

日興アセットマネジメント株式会社

コールセンター 電話番号　0120-25-1404

午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

 
（２）【保管】

該当事項はありません。
（３）【信託期間】

平成26年２月28日までとします（平成16年２月27日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託
契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】
毎年１月30日から７月29日までおよび７月30日から翌年１月29日までとします。ただし、各計算
期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されます。

（５）【その他】
①　信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還さ

せることができます。
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。
（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を
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解約し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難

な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐ
ことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）

ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反す
るなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
②　償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が
休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③　信託約款の変更など
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファン
ドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または
併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行ないま
す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の
「書面決議」の規定を適用します。

④　書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定
め、決議の日の２週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発送します。

２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受
益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないませ
ん。

５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファ
ンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうこ
とはできません。

６）当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議にお
いて反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取る
べき旨を請求できます。

⑤　公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
　ホームページ アドレス　　http://www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、
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公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥　運用報告書の作成

委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券
の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は原則として知れている受
益者に対して交付されます。

⑦　関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただ
し、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないとき
は、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約は、当該ファ
ンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行
なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことによ
り契約を終了することができます。

⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはでき
ません。
　１．他の受益者の氏名または名称および住所
　２．他の受益者が有する受益権の内容

 
４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領す
る権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始
日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をするこ
とができます。

（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧
を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
 
（１） 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資
信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号。その後の改正を含みます。）に
基づき作成しております。

 　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

  
（２） 　当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
  
（３） 　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間（平成21

年7月30日から平成22年1月29日まで）及び第13期計算期間（平成22年1月30日から平成22年
7月29日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第12期
平成22年1月29日現在

第13期
平成22年7月29日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 9,838,259 9,018,101

親投資信託受益証券 958,168,134 968,280,859

流動資産合計 968,006,393 977,298,960

資産合計 968,006,393 977,298,960

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 144,213 143,751

未払委託者報酬 5,431,988 5,414,662

その他未払費用 35,265 35,156

流動負債合計 5,611,466 5,593,569

負債合計 5,611,466 5,593,569

純資産の部

元本等

元本 1,100,000,000 1,100,000,000

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △137,605,073 △128,294,609

元本等合計 962,394,927 971,705,391

純資産合計 962,394,927 971,705,391

負債純資産合計 968,006,393 977,298,960
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第12期
自 平成21年7月30日
至 平成22年1月29日

第13期
自 平成22年1月30日
至 平成22年7月29日

営業収益

受取利息 2,530 2,459

有価証券売買等損益 34,721,510 14,901,574

営業収益合計 34,724,040 14,904,033

営業費用

受託者報酬 144,213 143,751

委託者報酬 5,431,988 5,414,662

その他費用 35,265 35,156

営業費用合計 5,611,466 5,593,569

営業利益 29,112,574 9,310,464

経常利益 29,112,574 9,310,464

当期純利益 29,112,574 9,310,464

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 － －

期首剰余金又は期首欠損金（△） △166,717,647 △137,605,073

剰余金増加額又は欠損金減少額 － －

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ －

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 － －

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ －

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △137,605,073 △128,294,609
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（３）【注記表】    
     
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）  
　 　 第12期 第13期

　 期　別 自　平成21年7月30日 自　平成22年1月30日

　 項　目 至　平成22年1月29日 至　平成22年7月29日

　 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券

　 　 　

移動平均法に基づき当該親投資信
託受益証券の基準価額で評価して
おります。

　 同左

 
（貸借対照表に関する注記）   

第12期 第13期

平成22年1月29日現在 平成22年7月29日現在

1. 設定年月日 平成16年2月27日 1. 設定年月日 平成16年2月27日
　 設定元本額 9,450,000,000円 　 設定元本額 9,450,000,000円
　 期首元本額 1,100,000,000円 　 期首元本額 1,100,000,000円
　 元本残存率 11.6％ 　 元本残存率 11.6％
2. 計算期間末日における

受益権の総数
110,000口

2. 計算期間末日における
受益権の総数

110,000口

3. 元本の欠損 3. 元本の欠損

　 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は137,605,073円であります。

　 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は128,294,609円であります。

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記）     

第12期 第13期
自 平成21年7月30日 自 平成22年1月30日
至 平成22年1月29日 至 平成22年7月29日

1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用

1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用

　  2,275,192円 　  2,267,316円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
Ａ 当ファンドの配当等収益額 2,530円 Ａ 当ファンドの配当等収益額 2,459円
Ｂ 親ファンドの配当等収益額 2,751,091円 Ｂ 親ファンドの配当等収益額 1,246,555円
　 親ファンド（グローバル・カレン

シー・マザーファンド）
 　

　 親ファンド（グローバル・カレン
シー・マザーファンド）

 　

Ｃ 配当等収益額合計（Ａ＋Ｂ） 2,753,621円 Ｃ 配当等収益額合計（Ａ＋Ｂ） 1,249,014円
Ｄ 経費 5,611,466円 Ｄ 経費 5,593,569円
Ｅ 差引配当等収益額（Ｃ－Ｄ） △2,857,845円 Ｅ 差引配当等収益額（Ｃ－Ｄ） △4,344,555円
Ｆ 当ファンドの当期末残存受益権口

数
110,000口

Ｆ 当ファンドの当期末残存受益権口
数

110,000口

Ｇ 当ファンドの期中平均残存受益権
口数

110,000口
Ｇ 当ファンドの期中平均残存受益権

口数
110,000口

Ｈ 分配対象配当等収益額（Ｅ×Ｆ／
Ｇ）

0 円
Ｈ 分配対象配当等収益額（Ｅ×Ｆ／

Ｇ）
0 円

Ｉ 元本超過額 0 円 Ｉ 元本超過額 0 円
Ｊ 当ファンドの分配可能額 0 円 Ｊ 当ファンドの分配可能額 0 円
Ｋ 分配可能額（１口当たり） 0 円 Ｋ 分配可能額（１口当たり） 0 円
Ｌ 分配金額（１口当たり） 0 円 Ｌ 分配金額（１口当たり） 0 円
Ｍ 収益分配金額 0 円 Ｍ 収益分配金額 0 円
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（金融商品に関する注記）
 
　(追加情報)
　 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年3月10日)及び「金融商品の
時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日)を適用しており
ます。　

 
Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
 第13期

自　平成22年1月30日
至　平成22年7月29日

金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商
品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリス
ク

当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関す
る注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であ
り、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先
物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効
率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバ
ティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。

金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

 
Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
 第13期

自　平成22年1月30日
至　平成22年7月29日

貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。

時価の算定方法 （1）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及
び評価方法」に記載しております。
 

（2）デリバティブ取引
該当事項はありません。
 

（3）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。

金融商品の時価等に関する事項についての補
足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）  
  
第12期（自　平成21年7月30日　至　平成22年1月29日）
  
売買目的有価証券  

  （単位：円）

種　類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券 958,168,134 34,552,659 

合計 958,168,134 34,552,659 

 
第13期（自　平成22年1月30日　至　平成22年7月29日）
  
売買目的有価証券  

 （単位：円）

種　類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券 14,875,406 

合計 14,875,406 

 
（関連当事者との取引に関する注記）
　　該当事項はありません。
 
（１口当たり情報）   

第12期 第13期

平成22年1月29日現在 平成22年7月29日現在

１口当たり純資産額 8,749 円 １口当たり純資産額 8,834 円

 
（４）【附属明細表】
 
第１　有価証券明細表
 
(1)　株式
　　 該当事項はありません。
 
(2)　株式以外の有価証券
 
（親投資信託受益証券）
   （単位：円）

種　類 銘　　柄 券面総額 評価額 備　　考

親投資信託受益証券
グローバル・カレンシー・マザーファン
ド

985,126,523 968,280,859 　

合計 985,126,523 968,280,859 　

（注）　親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
第２　　信用取引契約残高明細表
　　　　該当事項はありません。
 
第３　　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
　      該当事項はありません。
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（参考）  
　当ファンドは「グローバル・カレンシー・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
通りです。
 
「グローバル・カレンシー・マザーファンド」の状況 
　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 
   

グローバル・カレンシー・マザーファンド
 
（１）貸借対照表  

  （単位：円）

対象年月日
　

平成22年1月29日現在
　

平成22年7月29日現在

科目 金　額 金　額

資産の部 　 　

　流動資産 　 　

　　コール・ローン       1,589,457,206           714,863,515   

　　国債証券       4,001,552,901         4,498,667,589   

　　派生商品評価勘定          99,100,853            50,641,790   

　　未収利息           3,621,883                     -   

　　流動資産合計       5,693,732,843         5,264,172,894   

　資産合計       5,693,732,843         5,264,172,894   

負債の部 　 　

　流動負債 　 　

　　派生商品評価勘定          92,614,658            44,304,673   

　　流動負債合計          92,614,658            44,304,673   

　負債合計          92,614,658            44,304,673   

純資産の部 　 　

　元本等 　 　

　　元本       5,787,430,628         5,310,801,603   

　　剰余金 　 　

　　　剰余金又は欠損金（△）       △186,312,443          △90,933,382   

　　元本等合計       5,601,118,185         5,219,868,221   

　純資産合計       5,601,118,185         5,219,868,221   

負債純資産合計       5,693,732,843         5,264,172,894   
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（２）注記表    
     
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）  
　 　 　 　

　 対象期間 自　平成21年7月30日 自　平成22年1月30日

　 項　目 至　平成22年1月29日 至　平成22年7月29日

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。

国債証券は個別法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。

　 　
(1) 金融商品取引所等に上場されて

いる有価証券
(1) 金融商品取引所等に上場されて

いる有価証券

　 　 　

金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金融
商品取引所等における計算期間
末日の最終相場（外貨建証券の
場合は計算期間末日において知
りうる直近の日の最終相場）基
準値で評価しております。

　 同左

　 　
(2) 金融商品取引所等に上場されて

いない有価証券
(2) 金融商品取引所等に上場されて

いない有価証券

　 　 　

当該有価証券については、原則と
して、日本証券業協会等発表の店
頭売買参考統計値（平均値）等、
金融商品取引業者、銀行等の提示
する価額（ただし、売気配相場は
使用しない）又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しておりま
す。

　 同左

　 　 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券

　 　 　

適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社が
忠実義務に基づいて合理的な事
由をもって時価と認めた価額も
しくは受託者と協議のうえ両者
が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。

　 同左

2. デリバティブ等の評価基準及び
評価方法

為替予約取引 為替予約取引

　 　 　
原則として、わが国における計算
期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値で評価しております。

　 同左

3. その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準
 

外貨建取引等の処理基準
 

   

「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
号）第60条及び第61条にした
がって処理しております。

 同左
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（貸借対照表に関する注記）     
　 　

平成22年1月29日現在 平成22年7月29日現在

1. 期首 平成21年7月30日1. 期首 平成22年1月30日
　 期首元本額 6,017,139,318円 　 期首元本額 5,787,430,628円
　 期首からの追加設定元本額 311,761円 　 期首からの追加設定元本額 0 円
　 期首からの解約元本額 230,020,451円 　 期首からの解約元本額 476,629,025円
　   　 　   　

　 平成22年1月29日現在の元本の内訳　※ 　 平成22年7月29日現在の元本の内訳　※

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-01

2,097,135,328円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-01

1,638,849,269円

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-02

990,047,669円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-02

985,126,523円

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-03

1,170,112,705円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-03

1,164,296,495円

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-04

270,044,647円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-04

268,702,373円

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-05

720,026,371円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-05

716,447,421円

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-06

450,057,028円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-06

447,819,993円

　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-07

90,006,880円 　
日興ワールド・カレンシー・
ファンド 2004-07

89,559,529円

　 （合計） 5,787,430,628円 　 （合計） 5,310,801,603円
2. 本報告書における開示対象

ファンドの計算期間末日にお
ける当該親投資信託の受益権
の総数

5,787,430,628口

2. 本報告書における開示対象
ファンドの計算期間末日にお
ける当該親投資信託の受益権
の総数

5,310,801,603口

3. 元本の欠損 3. 元本の欠損

　 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ
の差額は186,312,443円であります。

　 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ
の差額は90,933,382円であります。

※　当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額   
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（金融商品に関する注記）
 
　(追加情報)
　 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年3月10日)及び「金融商品の
時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日)を適用しており
ます。　

 
Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
  

自　平成22年1月30日
至　平成22年7月29日

金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商
品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリス
ク

当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関す
る注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であ
り、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先
物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効
率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバ
ティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。

金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

 
Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
  

自　平成22年1月30日
至　平成22年7月29日

貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。

時価の算定方法 （1）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及
び評価方法」に記載しております。
 

（2）デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
 

（3）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。

金融商品の時価等に関する事項についての補
足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）  
  
対象期間（自　平成21年7月30日　至　平成22年1月29日）
  
売買目的有価証券  

  （単位：円）

種　類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券 4,001,552,901 △4,689,606 

合計 4,001,552,901 △4,689,606 

 
対象期間（自　平成22年1月30日　至　平成22年7月29日）
  
売買目的有価証券  

 （単位：円）

種　類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券 1,467,179 

合計 1,467,179 

 
（デリバティブ取引等に関する注記） 
  
Ⅰ　取引の状況に関する事項  

　

　
自　平成21年7月30日
至　平成22年1月29日

取引の内容 当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等
は、内外の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、通貨先物取引、通貨
オプション取引、金利先物取引、金利オプション取引、ス
ワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約
取引であります。

取引の利用目的及び取引に対する取組方針 市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針でありま
す。また信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
めに行うことができます。

取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格
が変動することによって発生するリスクがあります。

取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限およ
び取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、
リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しておりま
す。
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Ⅱ　取引の時価等に関する事項   
 
（通貨関連） （単位：円）

区
分

　 平成22年1月29日現在

種　　　類 契　約　額　等 時　　価 評価損益

　  うち１年超

市
場
取
引
以
外
の
取
引

為替予約取引 　 　 　 　
売建 2,987,793,558 - 2,888,692,705 99,100,853 
アメリカドル 494,582,733 - 488,543,005 6,039,728 
カナダドル 824,592,395 - 785,026,000 39,566,395 
オーストラリアドル 60,812,775 - 59,797,500 1,015,275 
イギリスポンド 508,469,955 - 496,252,400 12,217,555 
スイスフラン 96,743,350 - 93,731,000 3,012,350 
スウェーデンクローナ 266,834,288 - 255,570,000 11,264,288 
ユーロ 735,758,062 - 709,772,800 25,985,262 
買建 2,277,093,558 - 2,184,478,900 △92,614,658 
カナダドル 28,041,222 - 27,706,800 △334,422 
オーストラリアドル 1,633,513,000 - 1,562,708,000 △70,805,000 
スイスフラン 104,714,368 - 103,104,100 △1,610,268 
ノルウェークローネ 510,824,968 - 490,960,000 △19,864,968 

合計 5,264,887,116 - 5,073,171,605 6,486,195 

 
 （単位：円）

区
分

　 平成22年7月29日現在

種　　　類 契　約　額　等 時　　価 評価損益

　  うち１年超

市
場
取
引
以
外
の
取
引

為替予約取引 　 　 　 　
売建 3,303,780,760 - 3,345,131,883 △41,351,123 
アメリカドル 460,732,425 - 462,149,683 △1,417,258 
カナダドル 853,882,910 - 864,788,000 △10,905,090 
イギリスポンド 679,623,051 - 696,524,800 △16,901,749 
スイスフラン 103,685,718 - 103,187,500 498,218 
スウェーデンクローナ 186,390,980 - 188,494,000 △2,103,020 
ユーロ 1,019,465,676 - 1,029,987,900 △10,522,224 
買建 2,665,080,760 - 2,712,769,000 47,688,240 
オーストラリアドル 1,749,134,702 - 1,783,724,700 34,589,998 
スイスフラン 336,738,776 - 335,978,500 △760,276 
ノルウェークローネ 558,998,520 - 572,670,000 13,671,480 
ユーロ 20,208,762 - 20,395,800 187,038 

合計 5,968,861,520 - 6,057,900,883 6,337,117 

（注）時価の算定方法    
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は
当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち
当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されて
いる対顧客先物相場の仲値を用います。 

２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値
で評価しています。  
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（関連当事者との取引に関する注記）
　　該当事項はありません。
 
（１口当たり情報）   

　 　

平成22年1月29日現在 平成22年7月29日現在

１口当たり純資産額 0.9678 円 １口当たり純資産額 0.9829 円
（１万口当たり純資産額） (9,678 円)（１万口当たり純資産額） (9,829 円)

 
（３）附属明細表
 
第１　有価証券明細表
 
(1)　株式
　　 該当事項はありません。
 
(2)　株式以外の有価証券
 
（邦貨建債券）
   （単位：円）

種　類 銘　　柄 券面総額 評価額 備　　考

国債証券 0074 0068国庫短期証券　第６８回 1,000,000,000 999,571,205 　

　 0074 0092国庫短期証券　第９２回 2,000,000,000 1,999,717,120 　

　 0074 0113国庫短期証券　第１１３回 1,500,000,000 1,499,379,264 　

国債証券　計 4,500,000,000 4,498,667,589 　

合計 4,500,000,000 4,498,667,589 　

 
第２　　信用取引契約残高明細表
　　　　該当事項はありません。
 
第３　　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
　　　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】  
　以下のファンドの現況は平成22年8月31日現在です。 
  
【純資産額計算書】  
Ⅰ　資産総額 985,300,356円
Ⅱ　負債総額 1,031,722円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 984,268,634円
Ⅳ　発行済数量 110,000口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 8,948円

 
（参考）グローバル・カレンシー・マザーファンド 
純資産額計算書  
Ⅰ　資産総額 5,237,604,009円
Ⅱ　負債総額 34,014,266円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,203,589,743円
Ⅳ　発行済数量 5,220,995,777口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9967円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求
を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
①　譲渡制限はありません。
②　受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。

（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。

（５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額

平成22年８月末現在 資本金 17,363,045,900円
 発行可能株式総数 220,000,000株
 発行済株式総数 197,012,500株

 
●過去５年間における主な資本金の増減

年月日 変更後（変更前）
平成18年７月６日 16,223,228,400円（16,174,272,500円）
平成19年４月13日 16,287,728,400円（16,223,228,400円）
平成20年６月23日 16,403,045,900円（16,287,728,400円）
平成21年10月１日 17,363,045,900円（16,403,045,900円）

 
（２）会社の意思決定機関

・株主総会
取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などを行ないます。
毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３
月31日（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれ
を招集します。

・取締役会
当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。
10名以内の取締役で構成され、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までを任期とします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。また、取締役中より取締役会長
および取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることが
できます。

・監査役会
５名以内の監査役で構成され、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の最終の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選
定します。

（平成22年８月末現在）
（３）運用の意思決定プロセス

１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定しま
す。

２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運
用方針を策定します。

３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよ
びそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る
発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り
売買を執行します。

５．運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリン
グとリスクの管理については、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務
担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維
持できるように努めています。
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２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投
資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、平成22年８月末現在の投資信託などは次の通りです。

種　類 ファンド本数
純資産額

（単位：億円）

投資信託総合計 389 61,951
 株式投資信託 316 50,085
  単位型 41 913
  追加型 275 49,172
 公社債投資信託 73 11,866
  単位型 56 865
  追加型 17 11,000

投資法人合計 1 35
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．　当社の財務諸表は、第50期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）については、
改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関
する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第51期事業年度（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第２条の規定により、改
正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成してお
ります。

 

２．　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第50期事業年度（平成20年４月１日か
ら平成21年３月31日まで）及び第51期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の
財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)

  
第50期

(平成21年３月31日)
 

第51期
(平成22年３月31日)

資産の部     

　流動資産     

　　現金・預金  27,759※3 23,445

　　前払費用  393 359

　　未収入金  3,869 2

　　未収委託者報酬  5,506 6,451

　　未収収益 ※3 582※3 592

　　立替金  222 177

　　繰延税金資産  862 1,644

　　その他 ※2 30※2 30

　　流動資産合計  39,226 32,703

　固定資産     

　　有形固定資産     

　　　建物 ※1 313※1 134

　　　器具備品 ※1 346※1 215

　　　有形固定資産合計  660 350

　　無形固定資産     

　　　ソフトウエア  73  52

　　　電話加入権等  21  －

　　　無形固定資産合計  94  52

　　投資その他の資産     

　　　投資有価証券  1,243 11,021

　　　関係会社株式  7,719 8,659

　　　関係会社長期貸付金  60  60

　　　長期差入保証金  1,037 1,042

　　　繰延税金資産  1,218 1,031

　　　その他  0  －

　　　子会社投資損失引当金  △576 △576

　　　投資その他の資産合計  10,702 21,239

　　固定資産合計  11,458 21,642

　資産合計  50,684 54,345
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(単位：百万円)

  
第50期

(平成21年３月31日)
 

第51期
(平成22年３月31日)

負債の部     

　流動負債     

　　預り金  181 645

　　未払金  2,811 3,478

　　　未払収益分配金  7  8

　　　未払償還金  187 194

　　　未払手数料  2,391※3 2,872

　　　その他未払金  225 402

　　未払費用 ※3 3,701※3 3,804

　　未払法人税等  －  404

　　未払消費税等  －  129

　　賞与引当金  1,821 2,015

　　特別賞与引当金  －  1,204

　　役員賞与引当金  191 235

　　役員特別賞与引当金  －  106

　　その他  16  5

　　流動負債合計  8,723 12,028

　固定負債     

　　退職給付引当金  612 743

　　その他  102 102

　　固定負債合計  714 846

　負債合計  9,438 12,875

純資産の部     

　株主資本     

　　資本金  16,403 17,363

　　資本剰余金     

　　　資本準備金  4,272 5,220

　　　その他資本剰余金  4  4

　　　資本剰余金合計  4,277 5,225

　　利益剰余金     

　　　その他利益剰余金     

　　　　繰越利益剰余金  20,593 18,814

　　　利益剰余金合計  20,593 18,814

　　自己株式  －  △53

　　株主資本合計  41,273 41,349

　評価・換算差額等     

　　その他有価証券評価差額金  △26  121

　　評価・換算差額等合計  △26  121

　純資産合計  41,246 41,470

負債純資産合計  50,684 54,345
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（２）【損益計算書】

 (単位：百万円)

  
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 
第51期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　営業収益     

　　委託者報酬  56,567 49,510

　　その他営業収益  2,962 2,788

　　営業収益計  59,529 52,298

　営業費用     

　　支払手数料  27,877 24,262

　　広告宣伝費  1,298 878

　　公告費  17  11

　　調査費  12,861 11,406

　　　調査費  854 699

　　　委託調査費  11,990 10,689

　　　図書費  15  17

　　委託計算費  491 450

　　営業雑経費  714 585

　　　通信費  190 167

　　　印刷費  340 310

　　　協会費  49  42

　　　諸会費  7  6

　　　その他  126 58

　　営業費用計  43,260 37,594

　一般管理費     

　　給料  7,124 6,920

　　　役員報酬  228 239

　　　役員賞与引当金繰入額  191 235

　　　給料・手当  4,879 4,343

　　　賞与  4  86

　　　賞与引当金繰入額  1,821 2,015

　　交際費  79  76

　　寄付金  33  55

　　旅費交通費  264 253

　　租税公課  255 225

　　不動産賃借料  921 921

　　退職給付費用  336 315

　　退職金  14  5

　　固定資産減価償却費  801 358

　　諸経費  2,992 2,710

　　一般管理費計  12,824 11,842

　営業利益  3,444 2,862
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(単位：百万円)

  
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 
第51期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　営業外収益     

　　受取利息  2  2

    受取配当金 ※１ 710※１ 714

有価証券売却益  160 －

有価証券償還益  73  13

　　時効成立分配金・償還金  106 23

　　その他  122 123

　　営業外収益計  1,176 876

　営業外費用     

　　支払利息  15  9

有価証券売却損  51  －

有価証券償還損  200 －

　　時効成立後支払分配金・償還金  129 56

支払源泉所得税  －  71

為替差損  －  53

　　弁護士報酬等  37  37

　　その他  2  111

　　営業外費用計  438 340

　経常利益  4,182 3,397

　特別利益     

　　投資有価証券売却益  38  84

　　特別利益計  38  84

　特別損失     

　　投資有価証券売却損  226 12

投資有価証券評価損  569 －

　　関係会社株式評価損  454 －

　　固定資産処分損  0  7

　　特別賞与引当金繰入額  －  3,742

　　役員特別賞与引当金繰入額  －  355

割増退職金  433 29

　　その他  －  246

　　特別損失計  1,685 4,393

　  税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)  2,535 △911

　法人税、住民税及び事業税  273 482

　法人税等調整額  568 △697

　法人税等合計  842 △214

　当期純利益又は当期純損失(△)  1,693 △696
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（３）【株主資本等変動計算書】
 (単位：百万円)

  
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 
第51期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　株主資本     

　　資本金     

　　　前期末残高  16,287 16,403

　　　当期変動額     

　　　　新株の発行  115  960

　　　　当期変動額合計  115  960

　　　当期末残高  16,403 17,363

　　資本剰余金     

　　　資本準備金     

　　　　前期末残高  4,157 4,272

　　　　当期変動額     

　　　　　新株の発行  115  948

　　　　　当期変動額合計  115  948

　　　　当期末残高  4,272 5,220

　　　その他資本剰余金     

　　　　前期末残高  4  4

　　　　当期変動額     

　　　　　当期変動額合計  －  －

　　　　当期末残高  4  4

　　　資本剰余金合計     

　　　　前期末残高  4,161 4,277

　　　　当期変動額     

　　　　　新株の発行  115  948

　　　　　当期変動額合計  115  948

　　　　当期末残高  4,277 5,225

　　利益剰余金     

　　　その他利益剰余金     

　　　　繰越利益剰余金     

　　　　　前期末残高  21,660 20,593

　　　　　当期変動額     

　　　　　　剰余金の配当  △2,760 △1,082

　　　　　　当期純利益又は当期純損失  1,693 △696

　　　　　　当期変動額合計  △1,067 △1,779

　　　　　当期末残高  20,593 18,814

　　　利益剰余金合計     

　　　　前期末残高  21,660 20,593

　　　　当期変動額     

　　　　　剰余金の配当  △2,760 △1,082

　　　　　当期純利益又は当期純損失  1,693 △696

　　　　　当期変動額合計  △1,067 △1,779

　　　　当期末残高  20,593 18,814
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(単位：百万円)

  
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 
第51期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　　自己株式     

　　　前期末残高  －  －

　　　当期変動額     

　　　　自己株式の取得  －  △223 

　　　　自己株式の処分  －  170 

　　　　当期変動額合計  －  △53

　　　当期末残高  －  △53

　　株主資本合計     

　　　前期末残高  42,109 41,273

　　　当期変動額     

　　　　新株の発行  230  1,908

　　　　剰余金の配当  △2,760 △1,082

　　　　当期純利益又は当期純損失  1,693 △696

　　　　自己株式の取得  －  △223 

　　　　自己株式の処分  －  170 

　　　　当期変動額合計  △836  75

　　　当期末残高  41,273 41,349

　評価・換算差額等     

　　その他有価証券評価差額金     

　　前期末残高  99  △26

　　当期変動額     

　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　　(純額)

 △126  148

　　　当期変動額合計  △126  148

　　当期末残高  △26  121

　　評価・換算差額等合計     

　　　前期末残高  99  △26

　　　当期変動額     

　　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　　　(純額)

 △126  148

　　　　当期変動額合計  △126  148

　　　当期末残高  △26  121

　純資産合計     

　　前期末残高  42,208 41,246

　　当期変動額     

　　　新株の発行  230  1,908

　　　剰余金の配当  △2,760 △1,082

　　　当期純利益又は当期純損失  1,693 △696

　　　自己株式の取得  －  △223 

　　　自己株式の処分  －  170 

　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　　(純額)

 △126  148

　　　当期変動額合計  △962  224

　　当期末残高  41,246 41,470
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重要な会計方針

 
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連会社株式

　　　総平均法による原価法

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 　②　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、総平

均法により算定)

　②　その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

 　　時価のないもの

　　　総平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　定率法により償却しております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

建物 ４年

器具備品 ４年～20年

(1) 有形固定資産

　　           同左

 (2) 無形固定資産

　　定額法により償却しております。た

だし、ソフトウエア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

　　従業員に支給する賞与の支払に充て

るため、支払見込額に基づき当事業

年度の負担額を計上しております。

(1) 賞与引当金

同左

 (2) 役員賞与引当金

　　役員に支給する賞与の支払に充てる

ため、支払見込額に基づき当事業年

度の負担額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしておりま

す。　　

(3) 退職給付引当金

同左
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第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 (4) 子会社投資損失引当金

　　子会社株式の実質価額の低下による

損失に備えて、純資産価額等を勘案

して必要と認められる額を計上して

おります。

 

　　　　　　　　－

 

 

 

 

　　　　　　　　－

 

 

 

(4) 子会社投資損失引当金

同左

 

 

 

(5) 特別賞与引当金

　　従業員に支給する特別賞与の支払に

充てるため、支払見込額に基づき当

事業年度の負担額を計上しておりま

す。

(6) 役員特別賞与引当金

　　役員に支給する特別賞与の支払に充

てるため、支払見込額に基づき当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。

４　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっており、控除対象外消

費税等は、当事業年度の費用として処

理しております。

消費税等の会計処理

同左

 

会計方針の変更
 

第50期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　                      － (「退職給付に係る会計基準」の一部改正)

当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正（その３）」(企業会計基準第19号　平成20年７

月31日)を適用しております。これにより退職給付債務

の差額が26百万円（増加）発生しておりますが、翌事業

年度から費用処理されるため当事業年度の財務諸表に

与える影響はありません。
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注記事項
（貸借対照表関係）

第50期
(平成21年３月31日)

第51期
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 704百万円

器具備品 424百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 905百万円

器具備品 502百万円

※２　信託資産

　　　その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託

契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信託

しております。

※２　信託資産

　　　その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託

契約」により、ＮＣＴ信託銀行株式会社に信託して

おります。なお、日興シティ信託銀行株式会社は平成

22年３月１日付でＮＣＴ信託銀行株式会社に社名変

更を行っております。

※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。

(流動資産)  

未収収益 28百万円

(流動負債)  

未払費用 272百万円

※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。

(流動資産)  

現金・預金 10,095百万円

未収収益 33百万円

(流動負債)  

未払手数料 4百万円

未払費用 256百万円

※４　保証債務

      当社は、Nikko Asset Management Europe Limited

がロンドン ウォール リミテッド パートナーシッ

プに支払うオフィス賃借料等の債務64百万円に対し

て保証を行っております。

※４　保証債務

      当社は、Nikko Asset Management Europe Limited

がロンドン ウォール リミテッド パートナーシッ

プに支払うオフィス賃借料等の債務32百万円に対し

て保証を行っております。また当社は、Nikko Asset

Management Americas, Inc. がマディソン タワー 

アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払

うオフィス賃借料等の債務240百万円に対して保証

を行っております。

 

（損益計算書関係）
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

 

受取配当金　　　　 703百万円

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

 

受取配当金　　　　 712百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

第50期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
 増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 184,047,500965,000 － 185,012,500

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加965,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
 

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
 

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
度末残高
(百万円)

前事業
年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業
年度末

提
出
会
社

平成16年度
ストックオプション(1)

普通株式 6,000,000 － － 6,000,000－

平成16年度
ストックオプション(2)

普通株式 6,000,000 － － 6,000,000－

平成16年度
ストックオプション(3)

普通株式 6,000,000 － 670,0005,330,000－

平成17年度
ストックオプション

普通株式 3,140,000 － 300,0002,840,000－

平成18年度
ストックオプション

普通株式 1,470,000 － 150,0001,320,000－

平成19年度
ストックオプション(1)

普通株式 4,140,000 － 530,0003,610,000－

平成19年度
ストックオプション(2)

普通株式 30,000 － － 30,000 －

合計 26,780,000－ 1,650,00025,130,000－

(注)１　平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が
到来しております。

２　平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプショ
ン、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初
日が到来しておりません。

３　平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション
及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

 

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月23日
取締役会

普通株式 2,760 15平成20年３月31日平成20年６月10日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月30日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,082 5.85平成21年３月31日平成21年６月30日
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第51期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
 増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 185,012,50012,000,000 － 197,012,500

(注) 平成21年10月１日、当社は、当社取締役から取得した新株予約権を行使した住友信託銀行株式会社に対し、

12,000,000株の普通株式を発行いたしました。
 

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
 増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 － 357,000 272,000 85,000

(注) 自己株式の増加及び減少は、自己株式の取得及び処分であります。

 

３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
度末残高
(百万円)

前事業
年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業
年度末

提
出
会
社

平成16年度
ストックオプション(1)

普通株式 6,000,000 － 6,000,000 － －

平成16年度
ストックオプション(2)

普通株式 6,000,000 － 6,000,000 － －

平成16年度
ストックオプション(3)

普通株式 5,330,000 － 5,330,000 － －

平成17年度
ストックオプション

普通株式 2,840,000 － 2,840,000 － －

平成18年度
ストックオプション

普通株式 1,320,000 － 1,320,000 － －

平成19年度
ストックオプション(1)

普通株式 3,610,000 － 3,610,000 － －

平成19年度
ストックオプション(2)

普通株式 30,000 － 30,000 － －

平成21年度
ストックオプション(1)

普通株式 － 19,724,100165,00019,559,100－

合計 25,130,00019,724,10025,295,00019,559,100－

(注) １ 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、平成21年10月１日に住
友信託銀行株式会社へ譲渡され、同日にて同社による行使が行われております。

２ 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプショ
ン、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、当事業年度中に消
却されております。

３ 平成21年度ストックオプション(1)の増加及び減少は、新株予約権の発行及び失効によるものであり
ます。

４ 平成21年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月30日
取締役会

普通株式 1,082 5.85平成21年３月31日平成21年６月30日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月20日
取締役会

普通株式 利益剰余金 305 1.55平成22年３月31日平成22年６月23日

 

（リース取引関係）
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１ オペレーティング・リース取引                    １ オペレーティング・リース取引

                    

　　解約不能のものに係る未経過リース

料

１年内 906百万円

１年超 942百万円

　合計 1,849百万円

　　解約不能のものに係る未経過リース

料

１年内 906百万円

１年超 35百万円

　合計 942百万円
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（金融商品関係）

第51期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行

等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクに

も晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預

り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と

分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業

債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開している

ことから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に

自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対

象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されて

おります。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日であ

ります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社

へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えておりま

す。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払

金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用

及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があ

るため、為替の変動リスクにも晒されております。
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合

を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しており

ます。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うこと

で、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図って

おります。

②市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨

建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施してお

ります。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しており

ます。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損

失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで

実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場

合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可

能であります。

③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも

に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動

性リスクを管理しております。
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２　金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含め

ておりません（（注）２を参照ください。）。
（ 単 位 ： 百 万
円）

 
貸借対照表
計上額(※) 時価(※) 差額

(1）現金及び預金 23,445 23,445 －

(2) 未収委託者報酬 6,451 6,451 －

(3) 未収収益 592 592 －

(4) 投資有価証券    

  その他有価証券 10,873 10,873 －

(5) 関係会社株式    

  子会社株式 1,404 1,734 329

(6) 未払金 (3,478) (3,478) －

(7) 未払費用 (3,804) (3,804) －

(※)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。

 

(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

これらはほとんど短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

２ 非上場株式等（貸借対照表計上額147百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められるため、「(4)投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

３ 子会社株式（貸借対照表計上額4,362百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」には含めて

おりません。

４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万
円）

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 23,445 － － －

未収委託者報酬 6,451 － － －

未収収益 592 － － －

投資有価証券     

　投資信託 　　　　－ 9,907 354 448

合計 30,489 9,907 354 448
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（有価証券関係）

第50期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの
（単位：百万
円）

 種　　類 取　得　原　価 貸借対照表計上額 差　　額

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

株　　　式

そ　の　他

           7

       　273

          12

       　299

           5

          25

　小　計        　280        　312        　 31

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

そ　の　他        　836        　759 　 △   76

　小　計        　836        　759 　 △   76

　　　　　　　　　　合　　　計        1,117        1,072      △   45

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度については、269百万円の減損処理を

行っております。減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはす

べて減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行っております。
 

 

２　当事業年度中に売却したその他有価証券
（単位：百万円）

売　　却　　額 売　却　益　の　合　計　額 売　却　損　の　合　計　額

　　　　　3,196                 199                 278

 

３　時価評価されていない有価証券
その他有価証券

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額

非上場株式

その他

　　　　　　投資証券

121

                

50

合　　　　　　計                 171

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない投資証券につき、投資証券の実質価額の低下

を考慮し、50百万円の減損処理を行っております。

 

４　その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額
（単位:百万
円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

その他有価証券

その他

　　　　投資信託

 

 

　－

 

 

         　－

 

 

　　　    504

 

 

        　442

合　　　計 　－         　 － 　　　    504         　442

 

５　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
（ 単 位 ： 百 万
円）

 貸借対照表計上額 時　価 差　額

子会社株式 500 499 △  1

合　　　　　　　計 500 499 △  1

(注) 当事業年度において、時価のある子会社株式につき、時価が著しく下落し回復する見込があると認められな

いため、404百万円の減損処理を行っております。
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第51期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　子会社株式及び関連会社株式
（ 単 位 ： 百 万
円）　

 貸借対照表計上額 時　価 差　額

子会社株式 1,404 1,734 329

合　　　　　　　計 1,404 1,734 329

(注) 子会社株式（貸借対照表計上額4,362百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市

場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社

株式」には含めておりません。

 

２　その他有価証券
（単位：百万
円）

 種　　類 貸借対照表計上額 取　得　原　価 差　　額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

株　　　式

そ　の　他

           21

     9,873

            7

        9,637

          14

         235

　小　計         9,894         9,644        　250

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

そ　の　他           979         1,024 　 △   45

　小　計           979         1,024 　 △   45

　　　　　　　　　　合　　　計        10,873        10,669          204

(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。
２　非上場株式等（貸借対照表計上額　147百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

３　当事業年度中に売却したその他有価証券
（単位：百万

円）

種　　類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

　　株　　式

そ の 他

                 11

230

                    －

                   84

      12

　0

合　計 242 84   12       

 

（持分法損益等）
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 

関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（1）関連会社に対する投資の金額　　　　　　　2,892

（2）持分法を適用した場合の投資の金額        4,495   

（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額    1,019   

 

関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（1）関連会社に対する投資の金額              2,892

（2）持分法を適用した場合の投資の金額        4,852  

（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額    1,336 
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（退職給付関係）
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　 当社は、確定拠出型企業年金制度、キャッシュバラン

スプラン型退職金制度、適格退職年金制度及び退職一

時金制度を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

      当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバ
ランスプラン型退職金制度を設けております。なお当
社は、当事業年度末に適格退職年金制度を終了してお
ります。制度終了による影響額は、22百万円の損失で、
内訳は退職給付債務と年金資産の消滅による利益３
百万円及び数理計算上の未認識差異の一括償却によ
る損失26百万円であります。

 

２　退職給付債務に関する事項

 (単位：百万円)

イ　退職給付債務 △1,429

ロ　年金資産 676

ハ　未積立退職給付債務 △753

ニ　未認識数理計算上の差異 141

ホ　退職給付引当金残高 △612

 ２　退職給付債務に関する事項

 (単位：百万円)

イ　退職給付債務 △838

ロ　未積立退職給付債務 △838

ハ　未認識数理計算上の差異 94

ニ　退職給付引当金残高 △743

  

３　退職給付費用に関する事項

 (単位：百万円)

イ　勤務費用 107

ロ　利息費用 30

ハ　期待運用収益 △5

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 34

ホ　確定拠出型企業年金への掛金 169

へ　退職給付費用合計 336

３　退職給付費用に関する事項

 (単位：百万円)

イ　勤務費用 96

ロ　利息費用 28

ハ　期待運用収益 △5

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 33

ホ　確定拠出型企業年金への掛金 162

へ　退職給付費用合計 315

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 0.7％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年

 ５　割増退職金に関する事項

(単位：百万円)

　イ　流動負債　　　　　　　　　　　　　　　　 16

　ロ　割増退職金　　　　　　　　　　　　　　  433

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例

ロ　割引率 1.7％

ハ　期待運用収益率 0.7％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年
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（ストックオプション等関係）

第50期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

 平成16年度ストックオプション(1)平成16年度ストックオプション(2)

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 １名 当社の取締役 １名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 6,070,000株普通株式 6,070,000株

付与日 平成16年８月31日 平成16年８月31日

権利確定条件

平成17年３月24日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年４月24日
から平成19年３月24日まで各24日に
それぞれ170,000株の権利が確定

平成17年７月８日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年８月８日
から平成19年７月８日まで各８日に
それぞれ170,000株の権利が確定

対象勤務期間
平成16年８月31日から
平成19年３月23日まで

平成16年８月31日から
平成19年７月７日まで

権利行使期間
平成16年８月31日から
平成26年３月24日まで

平成16年８月31日から
平成26年７月８日まで

 平成16年度ストックオプション(3)平成17年度ストックオプション

付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員

97名
当社の従業員及び
関係会社の取締役・従業員

147名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 7,640,000株普通株式 3,710,000株

付与日
平成17年１月11日、平成17年１月28日
平成17年５月24日、平成17年６月22日

平成18年２月14日

権利確定条件 

上場がなされた日又は平成18年６月
24日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

上場がなされた日又は平成19年６月
23日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

対象勤務期間
それぞれの付与日から、権利行使可
能初日から２年を経過した日まで

付与日から、権利行使可能初日から
２年を経過した日まで

権利行使期間
平成18年６月24日から
平成26年６月23日まで

平成19年６月23日から
平成27年６月22日まで
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 平成18年度ストックオプション

付与対象者の区分及び人数 当社及び関係会社の従業員 115名当社及び関係会社の従業員 11名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 1,270,000株普通株式 340,000株

付与日 平成18年４月28日 平成18年７月18日

権利確定条件

上場がなされた日又は平成21年４月
28日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日、及び当該
権利行使可能初日から３年経過した
日の翌日まで原則として従業員等の
地位にあることを要し、それぞれ保
有する新株予約権の４分の１ずつ権
利確定する。

同左

対象勤務期間
付与日から、権利行使可能初日から
３年を経過した日まで

同左

権利行使期間
平成21年４月28日から
平成28年４月27日まで

同左

 

 平成19年度ストックオプション(1)平成19年度ストックオプション(2)

付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員

124名当社の従業員 １名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 4,250,000株普通株式 30,000株

付与日 平成19年７月27日 平成20年３月31日

権利確定条件

上場がなされた日又は平成21年７月
19日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

上場がなされた日又は平成22年３月
19日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

対象勤務期間
付与日から、権利行使可能初日から
２年を経過した日まで

同左

権利行使期間
平成21年７月19日から
平成29年７月18日まで

平成22年３月19日から
平成30年３月18日まで

(注) １ 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月６日付けで、普通株式１株を100株とする

株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載してお

ります。
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(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

①　ストックオプション（新株予約権）の数

 平成16年度ストックオプション(1)平成16年度ストックオプション(2)

付与日 平成16年８月31日 平成16年８月31日

権利確定前(株)   

期首 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

権利未確定残 － －

権利確定後(株)   

期首 6,000,000 6,000,000

権利確定 0 0

権利行使 0 0

失効 0 0

権利未行使残 6,000,000 6,000,000

 

 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション

付与日
平成17年１月11日、平成17年１月28日
平成17年５月24日、平成17年６月22日

平成18年２月14日

権利確定前(株)   

期首 6,000,000 3,140,000

付与 0 0

失効 670,000 300,000

権利確定 0 0

権利未確定残 5,330,000 2,840,000

権利確定後(株)   

期首 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

権利未行使残 － －
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 平成18年度ストックオプション

付与日 平成18年４月28日 平成18年７月18日

権利確定前(株)   

期首 1,140,000 330,000

付与 0 0

失効 120,000 30,000

権利確定 0 0

権利未確定残 1,020,000 300,000

権利確定後(株)   

期首 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

権利未行使残 － －

 

 平成19年度ストックオプション(1)平成19年度ストックオプション(2)

付与日 平成19年７月27日 平成20年３月31日

権利確定前(株)   

期首 4,140,000 30,000

付与 0 0

失効 530,000 0

権利確定 0 0

権利未確定残 3,610,000 30,000

権利確定後(株)   

期首 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

権利未行使残 － －

(注)　株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月６日付けで、普通株式１株を100株とす

る株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載

しております。
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②　単価情報

 平成16年度ストックオプション(1)平成16年度ストックオプション(2)

付与日 平成16年８月31日 平成16年８月31日

権利行使価格(円)　 (注)１ 15,823(分割後159) 同左

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２、３

－ －

 

 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション

付与日
平成17年１月11日、平成17年１月28日
平成17年５月24日、平成17年６月22日

平成18年２月14日

権利行使価格(円)　 (注)１ 15,823(分割後159) 17,666(分割後177)

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２、３

－ －

 

 平成18年度ストックオプション

付与日 平成18年４月28日 平成18年７月18日

権利行使価格(円)　 (注)１ 19,981(分割後200) 同左

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２、３

－ 0

 

 平成19年度ストックオプション(1)平成19年度ストックオプション(2)

付与日 平成19年７月27日 平成20年３月31日

権利行使価格(円)　 (注)１ 450 同左

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２、３

0 0

(注) １ 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月６日付けで、普通株式１株を100株

とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算し

て記載しております。
２ 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度ストッ
クオプションのうち平成18年４月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前に付
与されたストックオプションであるため、記載しておりません。

３ 平成18年度ストックオプションのうち平成18年７月18日付与ストックオプション、平成19年度ス
トックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、
本源的価値（DCF法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

４ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額　　　169百万円 
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第51期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

 平成16年度ストックオプション(1)平成16年度ストックオプション(2)

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 １名 当社の取締役 １名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 6,070,000株普通株式 6,070,000株

付与日 平成16年８月31日 平成16年８月31日

権利確定条件

平成17年３月24日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年４月24日
から平成19年３月24日まで各24日に
それぞれ170,000株の権利が確定

平成17年７月８日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年８月８日
から平成19年７月８日まで各８日に
それぞれ170,000株の権利が確定

対象勤務期間
平成16年８月31日から
平成19年３月23日まで

平成16年８月31日から
平成19年７月７日まで

権利行使期間
平成16年８月31日から
平成26年３月24日まで

平成16年８月31日から
平成26年７月８日まで

 

 平成16年度ストックオプション(3)平成17年度ストックオプション

付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員

97名
当社の従業員及び
関係会社の取締役・従業員

147名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 7,640,000株普通株式 3,710,000株

付与日
平成17年１月11日、平成17年１月28日
平成17年５月24日、平成17年６月22日

平成18年２月14日

権利確定条件

上場がなされた日又は平成18年６月
24日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

上場がなされた日又は平成19年６月
23日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

対象勤務期間
それぞれの付与日から、権利行使可
能初日から２年を経過した日まで

付与日から、権利行使可能初日から
２年を経過した日まで

権利行使期間
平成18年６月24日から
平成26年６月23日まで

平成19年６月23日から
平成27年６月22日まで

 

 平成18年度ストックオプション

付与対象者の区分及び人数 当社及び関係会社の従業員 115名当社及び関係会社の従業員 11名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 1,270,000株普通株式 340,000株

付与日 平成18年４月28日 平成18年７月18日

権利確定条件

上場がなされた日又は平成21年４月
28日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日、及び当該
権利行使可能初日から３年経過した
日の翌日まで原則として従業員等の
地位にあることを要し、それぞれ保
有する新株予約権の４分の１ずつ権
利確定する。

同左

対象勤務期間
付与日から、権利行使可能初日から
３年を経過した日まで

同左

権利行使期間
平成21年４月28日から
平成28年４月27日まで

同左
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 平成19年度ストックオプション(1)平成19年度ストックオプション(2)

付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員

124名当社の従業員 １名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 4,250,000株普通株式 30,000株

付与日 平成19年７月27日 平成20年３月31日

権利確定条件

上場がなされた日又は平成21年７月
19日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

上場がなされた日又は平成22年３月
19日のいずれか遅い日(以下「権利
行使可能初日」といいます。)、当該
権利行使可能初日から１年経過した
日の翌日、及び当該権利行使可能初
日から２年経過した日の翌日まで原
則として従業員等の地位にあること
を要し、それぞれ保有する新株予約
権の３分の１ずつ権利確定する。

対象勤務期間
付与日から、権利行使可能初日から
２年を経過した日まで

同左

権利行使期間
平成21年７月19日から
平成29年７月18日まで

平成22年３月19日から
平成30年３月18日まで

 

 平成21年度ストックオプション(1)

付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員

271名

株式の種類別のストックオプション
の付与数　(注)１

普通株式 19,724,100株

付与日 平成22年２月８日

権利確定条件

平成24年１月22日（以下「権利行使
可能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と
して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の
２分の１、４分の１、４分の１ずつ権
利確定する。

対象勤務期間
付与日から、権利行使可能初日から２
年を経過した日まで

権利行使期間
平成24年１月22日から
平成32年１月21日まで

(注) １ 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月６日付けで、普通株式１株を100株

とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算し

て記載しております。
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(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

①　ストックオプション（新株予約権）の数

 平成16年度ストックオプション(1)平成16年度ストックオプション(2)

付与日 平成16年８月31日 平成16年８月31日

権利確定前(株)   

期首 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

権利未確定残 － －

権利確定後(株)   

期首 6,000,000 6,000,000

権利確定 0 0

権利行使 6,000,000 6,000,000

失効 0 0

権利未行使残 0 0

 

 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション

付与日
平成17年１月11日、平成17年１月28日
平成17年５月24日、平成17年６月22日

平成18年２月14日

権利確定前(株)   

期首 5,330,000 2,840,000

付与 0 0

失効 5,330,000 2,840,000

権利確定 0 0

権利未確定残 0 0

権利確定後(株)   

期首 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

権利未行使残 － －
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 平成18年度ストックオプション

付与日 平成18年４月28日 平成18年７月18日

権利確定前(株)   

期首 1,020,000 300,000

付与 0 0

失効 1,020,000 300,000

権利確定 0 0

権利未確定残 0 0

権利確定後(株)   

期首 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

権利未行使残 － －

 

 平成19年度ストックオプション(1)平成19年度ストックオプション(2)

付与日 平成19年７月27日 平成20年３月31日

権利確定前(株)   

期首 3,610,000 30,000

付与 0 0

失効 3,610,000 30,000

権利確定 0 0

権利未確定残 0 0

権利確定後(株)   

期首 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

権利未行使残 － －
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 平成21年度ストックオプション(1)

付与日 平成22年２月８日

権利確定前(株)  

期首 0

付与 19,724,100

失効 165,000

権利確定 0

権利未確定残 19,559,100

権利確定後(株)  

期首 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

権利未行使残 －

(注) １ 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月６日付けで、普通株式１株を100株

とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算し

て記載しております。

２ 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、平成21年10月１日に

住友信託銀行株式会社へ譲渡され、同日にて同社による行使が行われております。

３ 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプショ

ン、平成19年ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、当事業年度中に消

却されております。
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②　単価情報

 平成16年度ストックオプション(1)平成16年度ストックオプション(2)

付与日 平成16年８月31日 平成16年８月31日

権利行使価格(円)　 (注)１ 15,823(分割後159) 同左

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２

－ －

 

 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション

付与日
平成17年１月11日、平成17年１月28日
平成17年５月24日、平成17年６月22日

平成18年２月14日

権利行使価格(円)　 (注)１ 15,823(分割後159) 17,666(分割後177)

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２

－ －

 

 平成18年度ストックオプション

付与日 平成18年４月28日 平成18年７月18日

権利行使価格(円)　 (注)１ 19,981(分割後200) 同左

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)２、３

－ 0

 

 平成19年度ストックオプション(1)平成19年度ストックオプション(2)

付与日 平成19年７月27日 平成20年３月31日

権利行使価格(円) 450 同左

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)３

0 0

 

 平成21年度ストックオプション(1)

付与日 平成22年２月８日

権利行使価格(円) 625

付与日における公正な評価単価
(円)　 (注)４

0

(注) １ 当社は、平成18年11月６日付けで、普通株式１株を100株とする株式分割を行っております。

２ 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度ストッ

クオプションのうち平成18年４月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前に付

与されたストックオプションであるため、記載しておりません。

３ 平成18年度ストックオプションのうち平成18年７月18日付与ストックオプション、平成19年度ス

トックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、

本源的価値（DCF法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

４ 平成21年度ストックオプション(1)については、公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準

法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

５ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額

当事業年度末における本源的価値の合計額　　　－ 百万円
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（税効果会計関係）
第50期

(平成21年３月31日)
第51期

(平成22年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (単位：百万円)

繰延税金資産(流動)  

賞与引当金繰入超過額 895

その他 182

 1,078

  

繰延税金資産(固定)  

投資有価証券等評価損 171

関係会社株式評価損 185

退職給付引当金超過額 249

子会社投資損失引当金 234

固定資産減価償却超過額 215

その他 162

 1,218

繰延税金資産合計 2,297

  

繰延税金負債(流動)  

事業税中間納付還付予定額 216

繰延税金負債合計 216

繰延税金資産の純額 2,080

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (単位：百万円)

繰延税金資産(流動)  

賞与引当金繰入超過額 1,309

その他 334

 1,644

  

繰延税金資産(固定)  

投資有価証券等評価損 79

関係会社株式評価損 185

退職給付引当金超過額 302

子会社投資損失引当金 234

固定資産減価償却超過額 249

その他 64

 1,115

繰延税金資産合計 2,759

  

繰延税金負債(流動)  

その他有価証券評価差額金 83

繰延税金負債合計 83

繰延税金資産の純額 2,676

　
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　　

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
3.6％

外国税額控除の影響額等 △11.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.2％

  

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　　

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
△30.3％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
27.1％

海外子会社の留保利益の影響額等 △13.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.5％
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（関連当事者情報）

第50期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の親会

社を持つ会

社

日 興 コ ー

ディアル証

券株式会社

東京都
千代田区

100,000証券業 なし

投資信託受

益証券の募

集販売

信託約款に定

める受益者に

対する収益分

配金及び償還

金の支払委託

に係る代行手

数料の支払

(注)１

13,541未払手数料 1,406

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上配

分を合理的に決定しております。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場)

日興シティホールディングス株式会社

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務

情報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成20年12月31日に終了した年度の財務諸表を当

日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計 6,747百万円

負債合計 1,977百万円

純資産合計 4,769百万円

 

営業収益 10,700百万円

税引前当期純利益 3,968百万円

当期純利益 3,255百万円

 

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

77/86



第51期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

　　　　科目
期末残高
(百万円)

親会社
住友信託銀
行株式会社

大阪市
中央区

342,037
信託銀行
業

(被所有)
直接 98.59

ストック
オプショ
ン (新株
予約権)の
行使

ストック
オプショ
ン (新株
予約権)の
行使

1,908

　　　　　　　　　

　　　　　　－ －

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 平成21年10月１日、当社は、当社取締役から取得した新株予約権（権利行使価格：１株当たり159円）を

行使した住友信託銀行株式会社に対し12,000,000株の普通株式を発行しております。

２ 議決権等の被所有割合は、自己株式（85,000株）を控除して計算しております。
 

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

同一の親会
社を持つ会
社

日 興 コ ー
ディアル証
券株式会社

東京都
千代田区

149,594証券業 なし

投資信託
受益証券
の募集販
売

信託約款に
定める受益
者に対する
収益分配金
及び償還金
の支払委託
に係る代行
手数料の支
払
(注)１  
(注)２

5,068

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上配

分を合理的に決定しております。

２ 平成21年10月１日に住友信託銀行株式会社が当社の親会社となり、日興コーディアル証券株式会社は当社

の関連当事者ではなくなりました。上記の金額は、平成21年４月１日から平成21年９月30日までの期間の

取引金額であります。また、資本金又は出資金の金額は、平成21年９月30日の資本金額を記載しておりま

す。

 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

住友信託銀行株式会社（東京証券取引所等に上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務

情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成21年12月31日に終了した年度の財務諸表を

当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計 10,090百万円

負債合計 1,626百万円

純資産合計 8,464百万円

 

営業収益 10,606百万円

税引前当期純利益 4,405百万円

当期純利益 3,482百万円
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（１株当たり情報）

第50期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 222円93銭１株当たり純資産額 210円58銭

１株当たり当期純利益 ９円16銭１株当たり当期純損失 ３円64銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場
であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄
化効果を算定できないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、当事業年度は１株当たり当期純損失であるため、記
載しておりません。

 

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
第50期

(平成21年３月31日)
第51期

(平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 41,246 41,470

普通株式に係る純資産額（百万円） 41,246 41,470

差額の主な内訳（百万円）   

新株予約権 － －

普通株式の発行済株式数（千株） 185,013 197,013

普通株式の自己株式数（千株） － 85

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（千株）

185,013 196,928

 

２　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

項目
第50期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円）

1,693 △696

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円）

1,693 △696

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 184,790 190,975

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

平成16年度ストックオプ
ション(1) 6,000,000株、
平成16年度ストックオプ
ション(2) 6,000,000株、
平成16年度ストックオプ
ション(3) 5,330,000株、
平成17年度ストックオプ
ション2,840,000株、平成
18年度ストックオプショ
ン1,320,000株、平成19年
度ストックオプション
（1）3,610,000株、平成
19年度ストックオプショ
ン（2）30,000株。

平成21年度ストックオプ
ション(1) 19,559,100株
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（重要な後発事象）

第50期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第51期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１ 投資有価証券の繰上償還

当社が投資有価証券として保有しているグローバル

コレクション（隔月分配型）（121百万円　当事業年

度末現在）が平成21年５月14日に繰上償還されるこ

とを、平成21年５月11日に金融庁に届出ております。

 

－

 

 

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

80/86



４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用

を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主
等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有
する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有
価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容
とした運用を行なうこと。

（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行
為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信
用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 
５【その他】
（１）定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（平成22年３月末現在）
事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円

銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。

＜再信託受託会社の概要＞
名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額　：10,000百万円（平成22年３月末現在）
事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から

再信託受託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、
原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成22年３月末現在）
事業の内容

日興コーディアル証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
一種金融商品取引業を営ん
でいます。

 
（３）投資顧問会社

名　　称
資本金の額

（平成22年３月末現在）
事業の内容

日興アセットマネジメント アメリカズ
・インク

181百万米ドル
資産運用に関する業務を営
んでいます。

※日興アセットマネジメント アメリカズ・インクの「資本金の額」は、資本金と資本剰余金の
合計額を記載しています。

 
２【関係業務の概要】
（１）受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
（３）投資顧問会社

委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用（投資一任）
を行ないます。

 
３【資本関係】
（１）受託会社

該当事項はありません。
（２）販売会社

該当事項はありません。
（３）投資顧問会社

日興アセットマネジメント株式会社の100％子会社のホールディングカンパニーが、日興アセッ
トマネジメント アメリカズ・インクの発行済株式総数の100％を保有しております。

 
第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類

平成22年４月27日 有価証券報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２２年３月１０日

 

日興アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

あ　ら　た　監　査　法　人

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　佐々木　貴 司

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　和  田    渉

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら

れている日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02の平成２１年７月３０日から平成２２年１月２９日までの計算期間

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表

の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ワールド

・カレンシー・ファンド 2004-02の平成２２年１月２９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成22年９月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

あ　ら　た　監　査　法　人

 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　佐々木　貴 司

  

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　和　田　　 渉

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられて
いる日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02の平成22年１月30日から平成22年７月29日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に
あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ワールド

・カレンシー・ファンド 2004-02の平成22年７月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

 
以　　上

 

 

　（注）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成21年６月19日

 

日興アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

あ　ら　た　監　査　法　人

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　柴　　　毅

 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　辻　村　和　之

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ

られている日興アセットマネジメント株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第50期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表

の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセット

マネジメント株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成22年６月18日

 

日興アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

あ　ら　た　監　査　法　人

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　佐 々 木　貴  司

 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　　辻 　村　 和　之

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ

られている日興アセットマネジメント株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第51期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表

の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセット

マネジメント株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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